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行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

行為の日時’

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
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’

（

i2

順

’

四
I

|）

〈 施設等 ’

|） ’ “宇零寓肴k,‘

罎蕊,~ ・喜一_．鋤、イーー－

1
238 ･- i

１
１
且
■
０
４
里
■
Ｈ
ｖ
ｎ
▼
＆
■
日
Ｂ
■
０
■
■
■
Ｕ
９
Ｕ
Ｈ
■
■
Ｆ
Ｂ
Ｉ

繩4-ll73 - ､

1｢~－－ 言
一一

登洞
一 一 1一二一 7 三■＝

＝ー エヱ､■星

I衝突した応■■’

戸＝一丁･『可

■. ,L自 可丁言7一再T＝

溌浮＝望七

や召騨三壷I…I

超砂雁壷聿
し

一

J－．‘q ＝‐ ‘



’
0

6行為の態様及び被害の状況

図吹のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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行為に至る経緯

次のとおり
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裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

次のとおり ロ別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
へ

(庁名） 和歌山地方裁判所

■■■■
れ曲がった。

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり ’
６
■
’ 口追完予定
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行為に至る経緯
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く
裁判所職員に対する加害行為等に関する報告について

（平成28年11月21日付け山形地総第891号の追加報

告）

標記について，下記のとおり追加報告します。
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名） 岡山家庭裁判所
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

■それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
，
，

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用
口逃走

■裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害
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3行為の場所
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庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
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行為の態様及び被害の状況
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書（追加）

仙台地方裁判所

ぐ
平成29年6月20日付け仙地裁総第375号「裁判所職員に対する加害行為等

に関する報告書」について，下記のとおり追加報告する。
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仙家裁総第676号
（庶ろ－04）

平成29年8月14日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

仙台家庭裁判所

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）
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’ 行為の態様及び被害の状況
次のとおり 口別紙のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 大阪地方裁判所■■■

| ’
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1行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

■それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の穀損等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）
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被害者，被害施設等

裁判官
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■
その他の職員
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職員の家族
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住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等
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6行為の態様及び被害の状況
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
－－1丘麹一払握_土雌裁判所｜

’

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺,自傷
施設,物品等の損壊等
文書偽造,官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）
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3行為の場所

法廷審判廷又はその周辺
庁舎内
裁判所構内 ’
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別紙｢行為の概要｣記載のZ踊りである。
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）
－ 札幌家庭裁判所

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）千葉地方裁判月
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1 行為の概要

□職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

■施設
７
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

｜
》’

2行為の日時 ■■■■■■■■■ ■■■■■
3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他一一一
4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（ﾛ■■■■■■■■■）

5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■■■■■■）

■■■■■■■■■■■

虹

●

■

夕



’
行為の態様及び被害の状況

次のとおり

６
■ 口別紙のとおり 口追完予定

’
’

’ 、

行為に至る経緯

次のとおり

７
■ 口別紙のとおり 口追完予定

■■

8裁判所の対応‘その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり ロ追完予定

■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■

－

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

』
’

備考9

(最総一）
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 大阪高等裁判所

１
１
１

が１
口
□
□
□
■
□
ロ
ロ
ロ

ロ

作成し，もつ

て

|変造した。

、

提出し
（

】

行

使した。

2行為の日時 ’
1 ’

｜
’

’3
－

法廷，審判廷又はその周辺 ｜

’庁舎内

裁判所構内 ’

住居（官舎を含む。 ）

その他 （ ）

4

‘事件関係者 ’

傍聴人

不明

その他

（
|）（

i三＝＝＝~一一一－一一一 ｡

5 ’
裁判官 １

１その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設
1

I夕’

'0･

＃’
一

陣

物品，文書等

その他（ |）
~ ＝

〃一
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頚鯏H ‐脊嗣而酉’遁詞己'百肥剛

壁乏．。 －

毎』~､,曲』L皇三三星…

.品 蹄1召7．m

０

－

■

Ｉ
叶」・一
唖
一一

＝ 阜勺 ‘■

＝ 二 ●吾イ

＝…画葡 里…

辱翠 ，訳i始 胃恕画一宇一一

歪－１

r灌珂1国華理露悪Y■蔓暦1灯 肘f凹醗 唖 ，召

'

迄x”‘_等皇 ．＝ ‐ ….ゞ‐ ‐…

ih 師．F‘譜聡

士

●仁一▲口 舜

垂亨唖正平司令一

r罫踊F、

ロ 認劉理］謡jA

｡ 『 二二 ’4． 言両毒諏

堅盈型 廻睡誌竪昌］ 獅鋤空

勵甑調 ！長』 Ⅲ… 謹罰割,岨歸

喬一壁,9暗 P 4



行為の態様及び被害の状況

次のとおり

６
■ 口別紙のとおり ロ追完予定

’

一
一
一

■■■■■■■

－

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

’

’

行為に至る経緯

次のとおり

７
■ 口追完予定口別紙のとおり

’

8裁判所の対応､その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

－－｜

I ‐

’ 一 ’

11

9備考

､

(最総一）
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名)横浜地方裁判所

■行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺,自傷

施設物品等の損壊等

文書偽造,官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

I１
口
ロ
ロ
■
□
□
□
ロ
ロ

|投げ付けて破損さ
せた。

（
2行為の日時 ’

－ｰ一一一マー ー

配
■

法廷,審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居(官舎を含む｡）

他（その ）
1

■

■－
ロ4

’’
事件関係者 ’

傍聴人

不明

〔 |）その他（

|）
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口
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１
１
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1

1
行為の態様及び被害の状況

次のとおり

６
■ 口別紙のとおり 口追完予定

■
■

一一 一 一一一一一一二一

！■■一

■ ’’

行為に至る経緯

次のとおり
－一－－

７
■ 口別紙のとおり 口追完予定

1 I
’

I｜ 』 一一 号

8裁判所の対応,その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

臣一’

’’

9備考



裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

匠名） 大阪高等裁判所

１
ロ
ロ
ロ
□
■
ロ
ロ
ロ
ロ

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

1

1 I
’

|－ ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

［

2行為の日時’
3 1 ’

■
L一

4

|）

（ 被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他I
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態様及び被害の状況

おり 口別紙のとおり

ｌ
Ｉ
ｌ

口追完予定

’

■■■■■■■■■■■■■

’
１
１
１

Ｉ
“
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
■
■ １

１
’

呂 ’
行為に至る経緯

次のとおり

７
回 口別紙のとおり 口追完予定

ﾛ■■■■■

」
その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応，

■次のとおり ロ追完予定

百
二

’

’■

’

9備考

(最総一）
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

=L型と=之返直蓋謹到虻
行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

１
口
ロ
ロ
ロ
■
ロ
ロ
ロ
ロ

(1)ア行為者■■は，

イ行為者■は,上記アの偽造書面を偽造書面を,■
交付し， もって

偽造公文書■■を行使した。
(2)ア行為者■は, ｜ ’

（’ 書面を作成し作成しI もって,■

公文書■■
を偽造した。

ｲｰ行為者■■は,上記ｱの偽造書面を, ’
1 1交付し， もって
偽造公文書| 1を行使した。｡

2行為の日時

3
■■■■■

法廷，審判廷又はその周辺
。

｜ ｜庁舎内

裁判所構内
ザロ ■ I

住居（官舎を含むb）
〃

（ ）

行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他■

4 ｡

（
１
Ｊ

）

被害者，被害施設等
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設
物品，文書等

その他(I

5 一一－一

I

９

／
I

238,31
－一一一一
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6 行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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